
厚真町中小企業災害復旧資金融資制度要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、平成３０年北海道胆振東部地震により被災した厚真町内

の中小企業等に対し、事業資金（以下「災害復旧資金」）を円滑に融通するこ

とにより経営の再建を図り、もって早期の事業運営の円滑化及び経営の安定

化に資することを目的とする。 

 （融資対象者） 

第２条 この要綱により資金の貸付を受けることができる者は、平成３０年北

海道胆振東部地震により直接または間接の被害を受けた者で、商工会法（昭

和３５年法律第８９号）に基づく商工業者、又は中小企業団体の組織に関す

る法律（昭和３２年法律第１８５号）に基づく協同組合で、厚真町に独立し

た事務所、工場または店舗（事業場を含む）を有し、町税を完納している者

とする。 

 （資金融資の内容） 

第３条 この要綱による災害復旧資金の融資の内容は、別表に定める。 

 （取扱金融機関） 

第４条 この要綱による融資取扱金融機関は苫小牧信用金庫（以下、「取扱金融

機関」という。）とする。 

（融資枠） 

第５条 この要綱による融資枠は、原則として１億円とする。 

 （融資の申込） 

第６条 この要綱により資金の貸付を受けようとする者は、厚真町商工会長が

発行する厚真町制度資金斡旋書（様式第１号）に直近の町税納税証明書等を

添付して取扱金融機関に提出し、かつ所定の手続きにより申し込むものとす

る。 

（融資の実行） 

第７条 この要綱による融資の実行は、２０２０年３月３１日までとする。た

だし、融資枠の範囲内で取り扱うものとする。 

 （相談業務） 

第８条 この要綱による融資上の相談業務は厚真町、厚真町商工会、又は取扱

金融機関においてこれを行う。 

 （月次報告） 

第９条 取扱金融機関は、この要綱による融資について毎月１０日までに前月



末現在の貸付及び償還状況を厚真町長に報告しなければならない。 

 （協定書） 

第１０条 厚真町は、取扱金融機関と貸付利率などについて、協定を締結する

ものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚真町及び関係機関

相互において随時協議して定めるものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年１月２１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

項目 災害復旧運転資金 災害復旧設備資金 

使途 運転資金 設備資金 

融資期間 ５年以内 １０年以内 

元金返済の据置

期間（返済期間

に含める） 

１年以内 ２年以内 

融資限度額 １商工業者及び１協同組合につき、運転資金及び設備資金の

合計２，０００万円以内 

融資利率 １．１％（固定） 

返済方法 元金均等償還または元利均等償還 

担保及び保証人 取扱金融機関の定めによる 

信用保証 取扱金融機関の定めによる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

厚真町制度資金斡旋書 

 

年  月  日 

 苫小牧信用金庫      様 

 

厚真町商工会長 

 

次のとおり、厚真町制度資金の融資希望があり、商工会法（昭和３５年法律第８９号）

に基づく商工業者、又は中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）

に基づく協同組合と認定しますので、よろしくお取り計らい願います。 

制度資金
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代表者名              印 

融資希望

額 

        万円 住所  

 

電話          

返済方法 一括・分割(   ヶ月) 設立日      年   月   日 

資金使途 運転・設備 創業日      年   月   日 

資金計画 資本金              円 

従業員 常用   人・臨時    人 

業種 

(主な営業種

目) 
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認

可 
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取得更新      年   月   日 
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証
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住所 
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最

近

の

営

業

状

況 
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税引後 

償却後 

利益 

            万円 

住所 

 

氏名 

添付書類 

(1) 町税納税証明書等（町税について滞納がない証明書） 

(2) その他厚真町商工会長が必要と認める書類 


